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元気な木は、大地に深く根をはって水や養分を吸収し、陽射しを受けて美し

い青葉を繁らせます。そして、活力に満ちた一本一本の木が集まって元気な森

を形成します。 

森の中では多種多様な生物がお互いに補い合いながら、生産と消費の循環に

よって生態系を持続しています。つまり、元気な森は、森の中の木を元気にし

ます。 

本プランは、多様な連携をとおして企業（一本一本の木）の強みを引き出し、

地域性を生かした独自性のある事業展開を推進するとともに、新事業や創業（種

子）が活発な風土をつくり、知性と創造力に富んだ産業の集積（森）を目指し

ています。 

産業活性化は、まさに“元気な産業の森づくり”に例えることができます。 

 

 

（木が元気、森が元気） 

１ 既存産業・企業の自立化を促進・支援する 

企業（一本一本の木）が他分野の企業、産学官等（多様な生物）との連携を

深め、活力が発揮される環境をつくります。 

 

（次世代を担う種子づくり） 

２ 創業の促進、チャレンジする風土をつくる 

次世代を担う創業や新事業（種子）が活発な環境をつくります。 

 

（苗木が育つ土壌づくり） 

３ 企業立地を促進する 

企業立地（苗木の生育）に適した環境をつくります。 

 

（陽があたり、水がいきわたる森づくり） 

４ 産力強化のための一体的支援体制を構築する 

産学官が連携した産業支援体制（陽があたり、水と養分がいきわたる環境）

をつくります。 

 

「知性と創造力に富んだ 産業の森づくり」とは  

た ね 
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（施策の方向） 
量産・下請型企業から企画開発力や販売力を持った自立連携型企業への転換、

立地・集積を推進するため、個々の企業の自助努力を基本としながらも、意欲

のある企業に対して、独自技術・独自商品の開発、販路開拓、経営力強化、企

業連携を促進・支援する。 

 

① 独自技術・独自商品の創造・開発を促進・支援する 
② 海外市場への展開を促進・支援する 
③ 販路開拓を促進・支援する 
④ 経営力の強化を促進・支援する 
⑤ 企業連携を促進・支援する 
 

 

（具体的施策） 

◎ “越前発新事業チャレンジ支援制度”の創設（市） 

 新商品・新技術の企画研究開発、事業化、販売促進を総合的に支援する。 

 

 創業・新事業総合応援事業（後掲ｐ5） 
 「新事業チャレンジ補助制度」の創設 
◊ 産学官連携事業 
◊ 中小企業の特許取得 
◊ 商品をインターネット販売するためのシステム構築 
◊ 伝統的な技能を継承した新事業、新分野への展開、販路開拓 
◊ 販路の海外展開  など 

 国県等の支援制度の積極的活用を橋渡し 
 

 

○ “１社１品運動”の推進（市、企業） 

 各企業が１年間に１品以上の独自商品を開発する運動を推進する。 

 優秀な商品や技術を表彰。HP、広報、ｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌﾟ、展示会等で PR し、
消費者の評価を受ける場を提供 

 販路開拓の足掛かりとなるよう、市が先行して新商品を積極的に調
達する“お試し調達”を実施 

 市民・企業に新商品の積極的な購入を促す“お試し購入支援制度“を
創設 

Ⅰ 木が元気、森が元気 

既存産業・企業の自立化を促進・支援する  
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○ “越前ブランド※”の創造・確立（市、商工団体） 

 独自商品、新技術・新商品の発信により“越前ブランド”の確立を図る。 

 

 大都市圏で開催される見本市への出展を支援 
 町家や地域のｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ等でアンテナショップを開設 
 越前の伝統工芸産地間の連携を強化し、観光資源と提携した販路拡
大を支援 

 

※越前ブランド…越前の自然、歴史文化、産業から創造される、現代の生活

者のニーズにマッチした衣・食・住、生活用品等の統一コンセプト 

 

 

○ 経営塾、ビジネススクールの開催（市、商工団体、産業支援センター） 

経営者の意識改革、総合経営力の向上を推進する。 

 

 「感動商い塾※」等の経営革新セミナーを充実 

 ふくい産業支援センターと連携したｵｰﾀﾞｰﾒｰﾄﾞ型経営者ｾﾐﾅｰを開催 
 大学や高専と連携したビジネススクールを開催 
 

※感動商い塾…越前、鯖江の市、商工会議所の四者で主催する経営塾。「感動

的な商品、サービスの提供」を目指す経営を研究。平成 15 年度から開催中。

 

 

◎ “新事業創出交流会”の開催（市、商工団体） 

 地域の企業（特に誘致企業と地場企業）間の求める技術と売りたい技術

をマッチングさせることにより新事業の創出を目指した企業交流会を開

催する。 

 

 新事業創出交流会を開催 
 異業種交流会の開催支援 
 丹南産業フェアにおける商談会開催 
 

 

◎は重点的施策を示しています。 

（ ）内は実施主体を表しています。 
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（施策の方向） 
 次世代を担う創業や新事業づくりのため、創業しやすい環境を整え、内外の

起業家を呼び込むとともに、創造意欲の高い、チャレンジ精神旺盛な風土づく

りを推進する。 

 

① 創造意欲の高い、チャレンジ精神旺盛な風土をつくる 
② 創業しやすい環境をつくる 

 

 

（具体的施策） 

○ 創造、チャレンジする風土づくりプロジェクトの実施（市、企業、大学等） 

企業の協力の下、小中学生や高校生の段階から、創造、チャレンジする

気風や意欲を育成する。 

 

 経営ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝｹﾞｰﾑ等で企業経営を体感する起業家教育を実施 
 ﾛﾎﾞｯﾄｺﾝﾃｽﾄ（小中学生・高校生が製作したﾛﾎﾞｯﾄによる競技大会）の
開催を通じたモノづくり教育を実施 

 県「発明くふう展」、福井高専「ﾏｸﾞﾈｯﾄｺﾝﾃｽﾄ」への参加を促進 
 小中学校において、モノづくりに関する副読本の作成・活用、企業人
講師の派遣、モノづくりの体験学習等の実施を促進 

 

 

Ⅱ 次世代を担う種子づくり 
創業の促進、チャレンジする風土をつくる 

た ね 
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◎ 創業・新事業総合応援事業の実施（市、商工団体） 

  県の「創業バリアフリー日本一」支援制度※に加え、企業外部の経営資源

を活用する等、市独自で企画開発から販売までを総合的に支援する。 

 

 企画、開発段階における支援 
・ モノづくり技術の研究成果と企業のニーズを、産学官連携により

マッチング 

・ 生活者とのマッチングによる新商品企画 

・ 企業外部の経営資源（資金、人材等）活用の提案（後掲ｐ8） 

 

 企画、研究開発資金の支援 
・ 「新事業チャレンジ補助制度」の積極的活用を促進（再掲ｐ2） 

・ 各種補助金等が交付されるまでの“つなぎ融資”制度を創設 

・ 県信用保証協会と連携し、創業資金の担保・第三者保証人要件を

緩和 

・ 県開業特別支援資金の活用を促進 

 

 販路開拓段階における支援 
・ お試し調達の実施やお試し購入支援制度の創設（再掲ｐ2） 

・ 見本市、アンテナショップへの出展等（再掲ｐ3） 

 

 創業スペースの提供 
・ 創業希望者に空き店舗、空き事務所、空き工場の情報を提供 

・ 町家や遊休工場等を利活用した“ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ施設”開設するため

の準備、調査を実施 

 

（その他） 

・ 創業セミナー等の開催支援 

・ 地域外の起業家誘致 など 

 

※県の「創業バリアフリー日本一」支援制度…県内外の意欲ある人材による県

内での創業を強力に支援するため、資金援助と経営指導を組合せた「創業支援

制度」 
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（施策の方向） 
 企業立地支援制度を拡充し、立地環境の良さを積極的にアピールすることに

より、新たな企業の誘致をはじめ、既存企業の拡張、企画・研究開発部門や対

事業所サービス業等の立地を促進する。 

 

① 企業が立地しやすい環境をつくる 

② 企業誘致を推進する 

 

 

（具体的施策） 

◎ 新たな「企業立地促進支援制度」の創設（市） 

 既存企業の拡張、企画・研究開発部門や対事業所サービス業等の立地も

対象とする効果的な支援制度を創設する。 

 

（補助対象企業） 

・ 誘致企業及び地場企業 

（補助対象業種） 

・ 製造業 

・ 企画・研究開発部門 

・ 対事業所サービス業（特に情報処理・提供サービス業、ｿﾌﾄｳｪｱ業）

（補助対象事業） 

・ 土地、建物、機械設備等の投下固定資産 

・ 緑地、融雪装置、福利厚生施設等の非生産施設 

・ 新規雇用者の人件費 

（補助要件） 

・ 一定人数以上の新規雇用者 

（補助限度額） 

・ 県内トップレベルの補助額 

 

 

Ⅲ 苗木が育つ土壌づくり 
企業立地を促進する 
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○ 企業立地のニーズに対し迅速に対応できる体制の強化（市、商工団体） 

   県との密接な連携を図り、迅速に総合的な対応ができる体制を整える。 

 

 庁内に“企業立地支援チーム”を設置 
 企業の希望に応じた用地を提供するため、工場等の適地調査を実施 
 定期的な企業との懇談会開催 
 

 

○ 「いーざぁ越前」キャンペーンの実施（市） 

   地域外の企業に対し、「地域の強み」（立地環境の良さ）を積極的にアピ

ールすることにより、企業誘致活動の強化を図る。 

 

 「地域の強み」を情報発信するためパンフレット、ＨＰ等を作成 
  県外で活躍している地元出身の経営者や技術者に対し、企業立地支援
制度や創業支援制度をアピール 

  県主催の企業誘致説明会（東京、大阪、名古屋）に参画 
  トップセールスによる積極的な誘致活動を実施 
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（施策の方向） 
 企業間連携、産学官連携や企業外部の人材・資源の活用を促進するため、各

種の産業支援機関が一体となって支援する体制を構築する。また、市の物品調

達等において、地元で開発された新商品等を購入することや人材の育成・確保

を推進する。 

 

① 各産業支援機関のネットワークを構築する 

② 企業連携、企業外部の技術や人材の活用を橋渡しする 

③ 産学官連携を促進する 

④ 人材の育成と確保を図る 

⑤ 地元で開発された新商品や地場産品の購入に努める 

 

 

（具体的施策） 

◎ “産業支援機能”の拡充（市、商工団体、産業支援センター） 

 

 ◆  越前産業支援ネットワーク ＥＮＩＳ（エニス：Echizen Network of 

Industrial Support）の設置（市、商工団体、産業支援センター） 

 地域の産業支援機関が実施する支援施策情報を共有し、施策を調整する

ため、支援機関間のネットワーク会議を設置する。 

（構成） 

市、商工団体、県、ふくい産業支援センター、大学・高専、金融機関、会計事務

所等の担当者 

 

 ◆ 専任スタッフの配置（市、商工団体） 

 企業からの相談に対し適切なアドバイスができるよう、武生商工会議所

との密接な連携の下、専任のスタッフを置く。 

 誘致企業や地場企業へ定期的に訪問活動し、企業の課題を把握 
 企業の課題を解決するため上記の産業支援ネットワークと連携し、企
業外部の人材の活用、企業間の連携・取引、産学官連携や公的支援制

度等の活用を促進 

 専任スタッフのアドバイス能力の向上 

 

Ⅳ 陽があたり、水がいきわたる森づくり 
産力強化のための一体的な支援体制を構築する 
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◆ “Ｅ-モノづくりネット”の開設（市） 

市内に立地する企業と市・商工会議所等が、ＩＴを活用してコミュニ

ケーションを強化し、産業支援施策等の情報を共有する。 

 公的支援制度等の情報提供（メール・ＦＡＸマガジンの発行） 
 メールによる相談・アドバイス 
 企業の強み情報、求める技術・人材、新商品・サービスを紹介 
 越前ブランド物品情報を配信 
 “あればいいのにメール”による生活者の要望を収集し活用 

 

○ 人材育成の推進（市、商工団体、産業支援センター） 

   地域の高等教育機関や公的職業訓練機関と連携し、自立連携型企業に必

要な人材の育成を推進する。 

 ふくい産業支援センターと連携し、企業のニーズにあわせた専門講座
を開催 

 大学・高専等と連携し、デザイン、ＩＴ、コミュニケーション等の講
座を開催 

 福井職業能力開発促進ｾﾝﾀｰ、武生地域職業訓練ｾﾝﾀｰの講座の活用を促
進 

 伝統的産業の職人養成を支援 

 

○ Ｕ・Ｊ・Ｉターン就職の促進（市） 

市外の学卒者・就業者等に対し、市内企業への就職を促す。 

 住みやすさや地域の魅力等をＰＲ 
 「県Ｕターン情報センター」等、国・県の求人・求職ネットの積極的
な活用を促進 

 

○ “Ｂｕｙ（買）越前”運動の推進（市、商工団体、企業） 

市や企業が、市内に立地する企業の新商品や越前ブランドの物品を積極

的に購入する運動を展開する。 

 市が“お試し調達”を実施（再掲ｐ2） 
 地場産品の購入を促進する運動を展開 
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今後、さらなる産業の活性化を図るためには、人や企業にとって魅力的な地

域であることが必要である。このため、次のような都市を目指すこととする。

 

① バランスのとれた産業都市 

特定の企業や業種に偏らない、多種多様な産業がバランスよく構成され

た都市を目指す。 

このため、既存企業の活性化につながる企業誘致を進めることや、商業、

農林業、サービス業などの活性化策についても検討する。 

 

② 知識創造型産業・企業の集積する都市 

   知性と創造力を発揮し、独自の商品を開発し、新たなサービスを提供す

る企業が集積する産業都市を目指す。 

このため、異なった分野の連携（第１次産業～第３次産業の連携、異業

種交流など）による新事業の開拓を促進すること、情報・デザイン・企画・

研究開発等の知的サービス部門の集積を図る。 

 

③ 人と企業にとって魅力的な都市 

   誰もが訪れたい、働きたい、住みたいと思う、活気のある魅力的な都市

を目指す。 

このため、中心市街地の活性化や観光の振興を図ることによって、心豊

かな暮らしができる“越前型ライフスタイル”を確立し発信する。 

 

 

市は、行財政構造改革プログラムの下、本プランの進行を管理し、随時見直

しを図るとともに、観光、商業、農林業等の他の産業分野の活性化プランや中

心市街地の再生プランを順次策定し、実行する。 

 

 

○ 外部評価機関の設置（市） 

市産業活性化プランの進行管理や外部評価をするとともに、継続的に市

の産業施策に対して提言する。 

 

○ 観光、商業、農林業等の活性化プランの策定・実行 

 

○ 中心市街地再生に関わる計画の策定 

Ⅴ 今後の展望  

さらなる産業活性化のために 
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問い合わせ先  越前市商工政策課 
 

〒915-8530 越前市府中一丁目 13-7 

   電 話 0778-22-3047 

   ＦＡＸ 0778-22-5167 

 

  

 


